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【
問
い
合
わ
せ
先
・
受
験
願
書
提
出
先
】

後
志
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福
祉
部

（
倶
知
安
保
健
所
）

・
健
康
推
進
課
健
康
増
進

〒
０
４
４
│
０
０
０
１

倶
知
安
町
北
１
条
東
２
丁
目
後
志

◆
応
募
資
格

【
一
般
・
飛
行
】
20
歳
以
上
26
歳
未
満

の
者
（
22
歳
の
未
満
の
者
は
大
卒

〈
見
込
含
〉）

【
歯
科
・
薬
剤
】専
門
の
大
卒
（
見
込

含
）
20
歳
以
上
30
歳
未
満
の
者
（
薬

剤
は
26
歳
未
満
の
者
〈
薬
学
修
士
学

位
取
得
者
は
28
歳
未
満
〉）

◆
試
験
日

平
成
21
年
５
月
16
日
g
、

17
日
a
（
飛
行
要
員
以
外
は
16
日
の

み
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
小
樽
地

域
事
務
所

℡
０
１
３
４
│
22
│
５
５
２
１

合
同
庁
舎
内
　
℡
23
│
１
９
５
２

・
余
市
支
所

〒
０
４
６
│
０
０
１
５

余
市
町
朝
日
町
12

℡
23
│
３
１
０
４

次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時

４
月
13
日
b

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員

６
人
。
１
人
の
相
談
時
間

は
30
分
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場
　
町
民
生
活
係

℡
21
―
２
１
２
０

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

自
衛
隊
幹
部
候
補
生
を
４
月
１
日

d
か
ら
５
月
12
日
c
ま
で
の
間
募

集
・
受
付
し
ま
す
。

平
成
21
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

◆
試
験
日

平
成
21
年
８
月
25
日
c

13
時
30
分
〜
16
時

◆
試
験
地

札
幌
市

◆
受
験
資
格

中
学
校
若
し
く
は
こ

れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
、
平
成

21
年
度
５
月
29
日
ま
で
に
２
年
以
上

調
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
方

◆
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
21
年

５
月
11
日
b
〜
平
成
21
年
５
月
29
日

f
ま
で
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地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条
第１項の規定により、次の者に一般廃棄物処分手数
料収納事務を委託したので、同条第２項の規定によ
り公表する。
平成21年４月１日

積丹町長　松井　秀紀

１．一般廃棄物処分手数料収納事務を委託した者の
住所および氏名

住所　積丹郡積丹町大字美国町字小泊224番地
氏名　㈱菊地組　代表取締役社長　村木　靖

２．委託期間

自 平成21年４月１日～至 平成22年３月31日

水道および下水道使用料徴収委託について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定により、次の者に徴収業務を委

託したので、同条第２項の規定により公表する。

平成21年４月１日

積丹町長　松井　秀紀

１．徴収委託項目および氏名

a 水道使用料

美 国 町　寺町地区水道利用組合長　　菊谷　富弥

幌武意町　幌武意地区水道利用組合長　加藤　　繁

s 水道使用料および下水道使用料

入 舸 町　入舸地区水道利用組合長 杉山　　賢

日 司 町　日司地区水道利用組合長　　佐藤　義美

２．委託期間

自 平成21年４月１日～至 平成22年３月31日

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条
第１項の規定により、次の者に一般廃棄物処理手数
料収納事務を委託したので、同条第２項の規定によ
り公表する。
平成21年４月１日

積丹町長　松井　秀紀

１．一般廃棄物処理手数料収納事務を委託した者の
住所および氏名

住所　積丹郡積丹町大字美国町字大沢313番地
氏名　積丹町商工会 会長　山本　俊三

２．委託期間

自 平成21年４月１日～至 平成22年３月31日
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